
＜一般会計補正予算（第３号）の概要＞ （単位：千円）

１８款　繰入金 429,000 ３款　民生費 14,433

○財政調整基金繰入金 378,300 ○災害見舞金支給事業 9,800

※収支の均衡を図るため、基金から繰入れるもの 被災した市民の方に対して見舞金を支給するもの

（繰入後の基金残高見込額＝8,422,474） 【支給範囲等】建物の床上浸水（1世帯あたり）3万円等

○農業災害復旧事業基金繰入金 50,700 ○災害救助費 3,528

※農地・農業生産施設等の復旧を緊急に支援する 被災した市民及びボランティアの方の無料温泉入浴に

　ため基金から繰り入れるもの 必要な経費の補正

（繰入後の基金残高見込額＝17,730） 【対象施設】市内西部地区（大森、雄物川、大雄地域）

の直営温泉5施設

４款　衛生費 42,624

○ごみ収集費 40,394

災害廃棄物の収集・運搬・処理のための経費

○し尿収集費 2,000

浸水家屋のし尿収集・運搬のための経費

６款　農林水産業費 16,550

○園芸作物復旧対策支援事業 12,000

被災した園芸作物の生産維持のため使用した病害虫

防除薬剤費の1/2以内を補助する。

【対象者等】経営面積30a以上又は農産物販売額が

　　　　　　　 50万円以上、交付限度額10a当たり1.5万円

【対象作物】西瓜、きゅうり、トマト、枝豆、アスパラガス、

　　　　　　　 花き、ネギ、ほうれん草等

○農業経営支援事業 350

被災農家の営農の再開に必要な運転資金や機械設備の

購入等の資金について、横手市農業経営安定化対策資金

を活用して融資を受ける場合の利子補給。

【融資利率】1.7％以内（0.5％の利子補給）

【貸付限度額】個人　200万円

【償還期限】10年以内（据置3年以内）

○集落排水事業特別会計繰出金 4,200

被災した大森及び武道浄化センターの応急修繕等に要す

る経費の繰出金

平成２９年７月２８日付専決処分による補正予算

歳　入 歳　出

平成２９年７月２２日～２３日に発生した大雨災害に迅速に対応するため、被災された方々への災
害見舞金支給等の支援対策のほか、障害物の除去や災害廃棄物の処理、被災した農地や道路、
河川、公園等の応急復旧費用等の追加について専決処分を行うもの



９款　消防費 64,175

○ 人件費 63,139

災害対応業務に従事した職員の時間外勤務手当等経費

１１款　災害復旧費 289,746

○ 農地農業用施設災害復旧事業 78,700

国庫補助対象外の小規模な災害復旧事業に対する補助金

　（38,700千円、補助率　農地：50％、施設：65％）及び国庫

補助対象となる農地等災害復旧事業に係る査定設計業務

の委託経費（40,000千円）の補正

○ 林道施設災害復旧事業 45,000

林道施設災害復旧事業査定設計業務の委託経費（15,500

千円）及び市単独の応急復旧経費（29,500千円）の補正

○ 道路橋りょう災害復旧事業 56,000

道路橋りょう災害復旧事業査定設計業務の委託経費

（20,000千円）及び市単独の応急復旧経費（36,000千円）

の補正

○ 河川災害復旧事業 62,000

河川災害復旧事業査定設計業務の委託経費

（30,000千円）及び市単独の応急復旧経費（32,000千円）

の補正

○ 都市計画施設災害復旧事業 48,046

被災した市内公園施設の応急復旧経費及び調査設計費

等の補正

その他 1,472

庁舎・小中学校等の応急復旧経費

429,000 429,000

50,440,220 50,440,220

＜集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の概要＞

（単位：千円）

５款　繰入金 4,200 １款　総務費 4,200

○一般会計繰入金 4,200 ○ 処理場費 4,200

※災害復旧財源として一般会計から繰入れるもの 被災した大森及び武道浄化センターの応急修繕等に

要する経費

4,200 4,200

456,500 456,500

計 計

補正後予算額 補正後予算額

歳　入 歳　出

補正後予算額

計 計

補正後予算額


